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経済産業省

東日本大震災
復興対策本部
事務局

投資環境の改善（２）
　：被災地域への投資要件の緩和、
拡大

- - Ａ

東日本大震災からの復興に向けた税制上
の対応として、東日本大震災復興特別区
域法に基づく認定復興推進計画に定めら
れた復興産業集積区域における新規立地
促進税制（新規立地新設企業を５年間無
税とする措置）や新たな事業用設備等の
特別償却等を復興支援税制として要望し
たところ。
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投資環境の改善（２）
　：被災地域への投資要件
の緩和、拡大

被災地域への投資環境改善のための支
援措置を要望します。

③[投資環境の充実化]
”新規投資”、”被災地域での投資”
を条件に、参入した法人に対して、法
人税・法人事業税・法人住民税の減免
措置を要望します。

③[投資環境の充実化：税制面での優遇措置]
　　⇒実施理由：未曾有の大震災からの復興は実現できないため、税制面での
優遇を行うことで、国内外からの投資を喚起させることが大変重要であると考
えます。
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